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達示第２６号制定 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程（平成１６年達示第１号）

第４７条の３第２項の規定に基づき、京都大学人事部（以下「人事部」という。）の組

織等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （業務） 

第２条 人事部は、別表１に掲げる業務を行う。 

 （組織） 

第３条 人事部に、部長を置く。 

２ 部長は、総長が指名する理事又は副学長の監督の下に人事部の業務を掌理する。 

第４条 人事部に、次長を置くことができる。 

２ 次長は、部長の職務を助け、人事部の業務を整理する。 

第５条 人事部に業務を分担して実施する組織として、別表２の課を置き、当該組織の長

として、課長を置く。 

２ 前項の課長は、部長の定めるところにより、上司の命を受け、人事部の職員を指揮し、

課の業務を掌理する。 

第６条 前３条に定めるもののほか、人事部に別表３第１欄に掲げる職を置き、同表第２

欄に掲げる総長が特に命ずる業務その他の特命事項に係る業務を実施させる。 

２ 前項に定めるもののほか、当該職に関し必要な事項は、別表３第３欄に掲げる者が定

める。 

第７条 第３条から前条までに規定する者は、国立大学法人京都大学の職員のうちから総

長が任命する。 

 （内部組織） 

第８条 この規程に定めるもののほか、人事部の内部組織については、部長が定める。 

附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

別表１（第２条関係） 

職員の任免等に関すること。 

職員の給与の決定、支給等に関すること。 

退職手当に関すること。 

所得税及び住民税に関すること。 

共済組合事業に関すること。 

社会保険及び雇用保険に関すること。 

職員の福利厚生事業に関すること。 

人事制度に関すること。 

就業規則に関すること。 

労働組合に関すること。 

栄典及び表彰に関すること。 

名誉教授、特任教授、客員教授等に関すること。 

職員の懲戒に関すること。 

服務に関すること。 

職員のうち事務職員、支援職員及び専門業務職員（以下「事務職員等」という。）の人

事計画（採用、異動及び登用等）に関すること。 

事務職員等の人事方針に関すること。 

事務職員等の研修等に関すること。 



事務職員等の人事評価に関すること。 

別表２（第５条関係） 

 人事企画課 

労務課 

職員人事課 

別表３（第６条関係） 

１ 職 ２ 特命事項 ３ 必要事項を定める者 

人事企画課人事情報戦略

室長 

人事系情報システ

ムの見直し、人事

業務の DX 推進に関

し、人事企画課長

を助け、及び管理

すること。 

人事企画課長 

職員人事課人材育成室長 事務職員等のキャ

リアパスに係る業

務に関し、職員人

事課長を助け、及

び管理すること。 

職員人事課長 

 


